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議案第 ２ 号 

議決第   号 

 

平成２８年度 姶良市一般会計予算 

 

 平成２８年度姶良市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２９，０８２，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還

の方法は、「第３表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２，０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

   平成２８年２月１８日提出 

姶良市長  笹山 義弘    
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 （歳入） (単位；千円)

款 項

 1 市税 ６，６３５，９２５

 1 市民税 ２，８５８，８７７

 2 固定資産税 ３，００６，５２１

 3 軽自動車税 １９０，２６５

 4 市たばこ税 ４１３，８３６

 5 入湯税 ２，７２６

 6 都市計画税 １６３，７００

 2 地方譲与税 ２４１，０００

地方揮発油譲与税

第１表　　　　歳　入　歳　出　予　算

金 額

一般会計

 1 地方揮発油譲与税 ７５，０００

 2 自動車重量譲与税 １６６，０００

 3 利子割交付金 ９，０００

 1 利子割交付金 ９，０００

 4 配当割交付金 １０，０００

 1 配当割交付金 １０，０００

 5 株式等譲渡所得割交付金 ５，０００

 1 株式等譲渡所得割交付金 ５，０００

 6 地方消費税交付金 １，０００，０００

 1 地方消費税交付金 １，０００，０００

 7 ゴルフ場利用税交付金 ３０，０００

 1 ゴルフ場利用税交付金 ３０，０００
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(単位；千円)

款 項

 8 自動車取得税交付金 １８，０００

 1 自動車取得税交付金 １８，０００

 9 地方特例交付金 ４０，０００

 1 地方特例交付金 ４０，０００

10 地方交付税 ７，７００，０００

 1 地方交付税 ７，７００，０００

11 交通安全対策特別交付金 １３，３００

 1 交通安全対策特別交付金 １３，３００

分担金及び負担金

金 額

12 分担金及び負担金 ３０５，０５６

 1 分担金 １０，８７５

 2 負担金 ２９４，１８１

13 使用料及び手数料 ５４６，３９４

 1 使用料 ３６５，０７７

 2 手数料 １８１，３１７

14 国庫支出金 ５，２９５，８３７

 1 国庫負担金 ３，９７７，２０４

 2 国庫補助金 １，３０３，５９７

 3 国庫委託金 １５，０３６

15 県支出金 ２，３４９，２６５

 1 県負担金 １，４６９，９５６

一般会計一般会計
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(単位；千円)

款 項

 2 県補助金 ６９８，５３５

 3 県委託金 １８０，７７４

16 財産収入 ８４，５４７

 1 財産運用収入 ３４，５４６

 2 財産売払収入 ５０，００１

17 寄附金 １５，００２

 1 寄附金 １５，００２

18 繰入金 １，３５４，８９９

基金繰入金

金 額

一般会計

 1 基金繰入金 １，３５４，８９６

 2 特別会計繰入金 ３

19 繰越金 １６９，０６５

 1 繰越金 １６９，０６５

20 諸収入 ２１５，４１０

 1 延滞金、加算金及び過料 １０，００１

 2 市預金利子 １，０００

 3 貸付金元利収入 ７６，６０１

 4 雑入 １２７，８０８

21 市債 ３，０４４，３００

 1 市債 ３，０４４，３００

２９，０８２，０００歳 入 合 計
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 (歳出) (単位；千円)

款 項

 1 議会費 ２０８，９３４

 1 議会費 ２０８，９３４

 2 総務費 ２，５２４，７６０

 1 総務管理費 １，８１３，９２９

 2 徴税費 ４０５，１４８

 3 戸籍住民基本台帳費 １９０，１１４

 4 選挙費 ７４，４２０

 5 統計調査費 １５，３９２

監査委員費

金 額

 6 監査委員費 ２５，７５７

 3 民生費 １２，９２０，９３６

 1 社会福祉費 ６，０８４，２９２

 2 児童福祉費 ５，０５４，７７３

 3 生活保護費 １，７８１，８７１

 4 衛生費 ３，４０５，１０６

 1 保健衛生費 ２，０５１，６８７

 2 清掃費 １，３５３，４１９

 5 労働費 ９，４２４

 1 労働諸費 ９，４２４

 6 農林水産業費 ９１６，３４３

 1 農業費 ７４９，１８９

一般会計一般会計
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(単位；千円)

款 項

 2 林業費 １４５，７４０

 3 水産業費 ２１，４１４

 7 商工費 ２０１，０８８

 1 商工費 ２０１，０８８

 8 土木費 ２，１７４，６４４

 1 土木管理費 ９０，６０１

 2 道路橋りょう費 １，４９３，１００

 3 河川費 ５３，５００

港湾費

金 額

一般会計

 4 港湾費 ３，０００

 5 都市計画費 ２８３，８６７

 6 住宅費 ２５０，５７６

 9 消防費 ９５５，３３０

 1 消防費 ９５５，３３０

10 教育費 １，９３８，９８８

 1 教育総務費 ３１５，４９０

 2 小学校費 ３７０，３３９

 3 中学校費 １９１，５４３

 4 幼稚園費 １７９，５０７

 5 社会教育費 ４０１，６５０

 6 保健体育費 ４８０，４５９
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(単位；千円)

款 項

11 災害復旧費 １６，８１５

 1 農林水産業施設災害復旧費 ９，７００

 2 公共土木施設災害復旧費 ７，１１５

12 公債費 ３，７７９，６３２

 1 公債費 ３，７７９，６３２

13 予備費 ３０，０００

 1 予備費 ３０，０００

２９，０８２，０００

金 額

歳 出 合 計

一般会計
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第　２　表

（単位：千円）

期　　　　間 限　　度　　額

平成２９年度から

平成３２年度まで

平成２９年度まで

平成２９年度から

平成４２年度まで

平成２９年度から

平成３２年度まで

３ 農業近代化資金利子補給 ６８０

４，０００

４ 加治木学校給食センター調理等業務委託に伴う債務負担 １４２，８５０

加治木特産品売場指定管理料 ５，１０８

債　務　負　担　行　為

事　　　　　　　　　　項

１

２ 社会資本整備総合交付金事業に伴う債務負担

一般会計
− 　 −8



第　３　表

（単位；千円）
起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

公有財産整備事業（辺地） 28,500 証書借入 年4.0％以内  　政府資金はその貸付条件によ
公用車整備事業（総務） 6,500 又　は  （ただし、利率見直し  り、銀行その他の資金について
過疎地域自立促進事業（過疎） 50,000 証券発行  方式で借り入れる資金  は債権者との協定によるものと
社会福祉施設整備事業 25,000  について、利率の見直  する。ただし、財政の都合によ
社会福祉施設整備事業（過疎） 4,000  しを行った後において  り、据置期間中であっても繰上
温泉施設整備事業 2,600  は、当該見直し後の利  償還し、償還年限を短縮し、又
くすの湯整備事業（過疎） 99,500  率）  は低利債に借り換えることがで
農村振興総合整備事業 37,200  きるものとする。
中山間地域総合整備事業（生産基盤） 5,600
県営用排水施設整備事業 3,400
中山間地域総合整備事業（環境基盤） 11,100
競争力強化基盤整備事業 13,100
農山漁村地域整備交付金林道事業（辺地） 8,200
公用車整備事業（土木） 3,700
一般単独道路整備事業 141,200
地方改善施設整備事業 2,800
社会資本整備総合交付金事業（道路） 52,800
過疎道路整備事業 110,800
急傾斜地崩壊対策事業 19,300
一般単独河川整備事業 6,300
一般単独事業（公園） 21,000
社会資本整備総合交付金事業（公園） 13,500
社会資本整備総合交付金事業（街路） 27,700
公営住宅建設事業 9,000
コミュニティＦＭ整備事業 31,500
消防防災施設整備事業 29,300
小学校施設整備事業 31,500
中学校施設整備事業 12,400
文化財保護整備事業 22,900
体育施設整備事業 11,000
学校給食施設整備事業 4,600
合併推進事業債（衛生） 890,600
合併推進事業債（土木） 327,700
臨時財政対策債 980,000

合　　　　　　　　計 3,044,300

地 　　　　方 　　　　債

一般会計− 　 −9



 

 

 

平 成 ２８ 年 度 

 

 

 

 

 

 

姶良市国民健康保険特別会計事業勘定予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第 ３ 号 

議決第   号 

 

平成２８年度 姶良市国民健康保険特別会計事業勘定予算 

 

 平成２８年度姶良市の国民健康保険特別会計事業勘定の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１，０７１，４００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，５００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおりと定める。 

 (1) 各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

   平成２８年２月１８日提出 

姶良市長  笹山 義弘    
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 （歳入） (単位；千円)

款 項

 1 国民健康保険税 １，４０８，０００

 1 国民健康保険税 １，４０８，０００

 2 一部負担金 ２

 1 一部負担金 ２

 3 使用料及び手数料 １，０００

 1 手数料 １，０００

 4 国庫支出金 ２，５７８，４２７

 1 国庫負担金 １，７７９，６４４

国庫補助金

第１表　　　　歳　入　歳　出　予　算

金 額

国民健康保険特別会計事業勘定

 2 国庫補助金 ７９８，７８３

 5 療養給付費等交付金 ３８７，４６７

 1 療養給付費等交付金 ３８７，４６７

 6 前期高齢者交付金 ２，６７０，６１７

 1 前期高齢者交付金 ２，６７０，６１７

 7 県支出金 ４９２，７９２

 1 県負担金 ６３，８４１

 2 県補助金 ４２８，９５１

 8 高額医療費共同事業交付金 ２，４８１，７１２

 1 高額医療費共同事業交付金 ２，４８１，７１２

 9 財産収入 ２

 1 財産運用収入 ２

− 　 −11



(単位；千円)

款 項

10 繰入金 ７０７，０３６

 1 他会計繰入金 ７０７，０３６

11 繰越金 ３２４，１３６

 1 繰越金 ３２４，１３６

12 諸収入 ２０，２０９

 1 延滞金、加算金及び過料 １０，００３

 2 市預金利子 １

 3 雑入 １０，２０５

金 額

歳 入 合 計 １１，０７１，４００歳 入 合 計

国民健康保険特別会計事業勘定

− 　 −12



 (歳出) (単位；千円)

款 項

 1 総務費 ４９，１３０

 1 総務管理費 １０，６６０

 2 徴税費 ７，７４７

3 趣旨普及費 １，１２４

4 医療費適正化対策事業費 ２９，５９９

 2 保険給付費 ６，８８７，８０２

 1 療養諸費 ５，９６４，６０２

 2 高額療養費 ８８８，６００

出産育児諸費

金 額

国民健康保険特別会計事業勘定

 3 出産育児諸費 ３１，５００

 4 葬祭諸費 ３，０００

 5 移送費 １００

 3 後期高齢者支援金等 １，０２６，２２３

 1 後期高齢者支援金等 １，０２６，２２３

 4 前期高齢者納付金等 ７９８

 1 前期高齢者納付金等 ７９８

 5 老人保健拠出金 ８１

 1 老人保健拠出金 ８１

 6 介護納付金 ３８８，６６０

 1 介護納付金 ３８８，６６０

 7 共同事業拠出金 ２，５８３，３９９

− 　 −13



(単位；千円)

款 項

 1 共同事業拠出金 ２，５８３，３９９

 8 保健事業費 ９７，７１１

 1 特定健康診査等事業費 ７４，９４７

 2 保健事業費 ２２，７６４

 9 基金積立金 ２

 1 基金積立金 ２

10 公債費 ８７２

 1 一般公債費 ８７２

諸支出金

金 額

11 諸支出金 ２７，７２２

 1 償還金及び還付加算金 ７，７２１

 2 延滞金 １

 3 繰出金 ２０，０００

12 予備費 ９，０００

 1 予備費 ９，０００

１１，０７１，４００歳 出 合 計

国民健康保険特別会計事業勘定

− 　 −14



 

 

 

平 成 ２８ 年 度 

 

 

 

 

 

 

姶良市国民健康保険特別会計施設勘定予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第 ４ 号 

議決第   号 

 

平成２８年度 姶良市国民健康保険特別会計施設勘定予算 

 

 平成２８年度姶良市の国民健康保険特別会計施設勘定の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６４，８００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、８，０００千円と定める。 

 

   平成２８年２月１８日提出 

姶良市長  笹山 義弘    

 

 

 

 

 

 

 

 

− 　 −15



 （歳入） (単位；千円)

款 項

 1 診療収入 ２６，４６１

 1 外来収入 ２５，８６１

 2 その他の診療収入 ６００

 2 使用料及び手数料 １１

 1 使用料 １

 2 手数料 １０

 3 財産収入 １

 1 財産売払収入 １

繰入金

第１表　　　　歳　入　歳　出　予　算

金 額

国民健康保険特別会計施設勘定

 4 繰入金 ３１，０１７

 1 他会計繰入金 ３１，０１７

 5 繰越金 ７，３０８

 1 繰越金 ７，３０８

 6 諸収入 ２

 1 市預金利子 １

 2 雑入 １

６４，８００歳 入 合 計

− 　 −16



 (歳出) (単位；千円)

款 項

 1 総務費 ４５，２７６

 1 施設管理費 ４４，８１７

 2 研究研修費 ４５９

 2 医業費 １７，９１６

 1 医業費 １７，９１６

 3 公債費 １，１０８

 1 公債費 １，１０８

 4 予備費 ５００

予備費

金 額

 1 予備費 ５００

６４，８００歳 出 合 計

国民健康保険特別会計施設勘定

− 　 −17



 

 

 

平 成 ２８ 年 度 

 

 

 

 

 

 

姶良市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第 ５ 号 

議決第   号 

 

平成２８年度 姶良市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 平成２８年度姶良市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９４４，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

   平成２８年２月１８日提出 

姶良市長  笹山 義弘    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− 　 −18



 （歳入） (単位；千円)

款 項

 1 後期高齢者医療保険料 ６３８，４８６

 1 後期高齢者医療保険料 ６３８，４８６

 2 使用料及び手数料 １

 1 手数料 １

 3 繰入金 ２９３，７８２

 1 一般会計繰入金 ２９３，７８２

 4 繰越金 １

 1 繰越金 １

諸収入

第１表　　　　歳　入　歳　出　予　算

金 額

後期高齢者医療特別会計

 5 諸収入 １１，７３０

 1 延滞金、加算金及び過料 １００

 2 償還金及び還付加算金 ６５０

 3 市預金利子 １

 4 受託事業収入 １

 5 雑入 １０，９７８

９４４，０００歳 入 合 計

− 　 −19



 (歳出) (単位；千円)

款 項

 1 総務費 ５，０４３

 1 総務管理費 ３，７２８

 2 徴収費 １，３１５

 2 後期高齢者医療広域連合納付金 ９００，００２

 1 後期高齢者医療広域連合納付金 ９００，００２

 3 保健事業費 ３８，３０４

 1 健康保持増進事業費 ３８，３０４

 4 諸支出金 ６５１

償還金及び還付加算金

金 額

 1 償還金及び還付加算金 ６５０

 2 繰出金 １

９４４，０００歳 出 合 計

後期高齢者医療特別会計

− 　 −20



 

 

 

平 成 ２８ 年 度 

 

 

 

 

 

 

姶良市介護保険特別会計保険事業勘定予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第 ６ 号 

議決第   号 

 

平成２８年度 姶良市介護保険特別会計保険事業勘定予算 

 

 平成２８年度姶良市の介護保険特別会計保険事業勘定の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，５２９，３３６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおりと定める。 

 (1) 各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

   平成２８年２月１８日提出 

姶良市長  笹山 義弘 

 

 

    

− 　 −21



 （歳入） (単位；千円)

款 項

 1 保険料 １，２４０，４５９

 1 介護保険料 １，２４０，４５９

 2 使用料及び手数料 ６２

 1 手数料 ６２

 3 国庫支出金 １，６０３，３５６

 1 国庫負担金 １，１２０，５５０

 2 国庫補助金 ４８２，８０６

 4 支払基金交付金 １，７７２，３５１

支払基金交付金

第１表　　　　歳　入　歳　出　予　算

金 額

介護保険特別会計保険事業勘定

 1 支払基金交付金 １，７７２，３５１

 5 県支出金 ９４８，２５４

 1 県負担金 ９２６，９５０

 2 県補助金 ２１，３０３

 3 財政安定化基金支出金 １

 6 財産収入 ９０

 1 財産運用収入 ９０

 7 繰入金 ９４２，５６３

 1 一般会計繰入金 ９３２，５６３

 2 基金繰入金 １０，０００

 8 繰越金 ２０，４８２

 1 繰越金 ２０，４８２

− 　 −22



(単位；千円)

款 項

 9 諸収入 １，７１９

 1 延滞金、加算金及び過料 ２

 2 市預金利子 ７０

 3 雑入 １，６４７

６，５２９，３３６

金 額

歳 入 合 計

介護保険特別会計保険事業勘定

− 　 −23



 (歳出) (単位；千円)

款 項

 1 総務費 １０８，５５２

 1 総務管理費 １３，５３６

 2 徴収費 １，２３６

 3 介護認定審査会費 ９３，００１

 4 趣旨普及費 ５６３

 5 運営推進協議会費 ２１６

 2 保険給付費 ６，３００，０１１

 1 介護サービス等諸費 ５，３１０，００５

介護予防サ ビ 等諸費

金 額

介護保険特別会計保険事業勘定

 2 介護予防サービス等諸費 ４７２，００４

 3 その他諸費 ８，０００

 4 高額介護サービス等費 １７０，０００

 5 高額医療合算介護サービス等費 ３１，０００

 6 特定入所者介護サービス等費 ３０９，００２

 3 地域支援事業費 １１８，３０１

 1 介護予防事業費 ３０，２２４

 2 包括的支援事業・任意事業費 ８８，０７７

 4 基金積立金 １９０

 1 基金積立金 １９０

 5 公債費 １８０

 1 公債費 １８０

− 　 −24



(単位；千円)

款 項

 6 諸支出金 ２，００２

 1 償還金及び還付加算金 ２，００１

 2 繰出金 １

 7 予備費 １００

 1 予備費 １００

６，５２９，３３６

金 額

歳 出 合 計

介護保険特別会計保険事業勘定

− 　 −25



 

 

 

平 成 ２８ 年 度 

 

 

 

 

 

 

姶良市介護保険特別会計介護サービス事業勘定予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第 ７ 号 

議決第   号 

 

平成２８年度 姶良市介護保険特別会計介護サービス事業勘定予算 

 

 平成２８年度姶良市の介護保険特別会計介護サービス事業勘定の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７２，０６０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

   平成２８年２月１８日提出 

姶良市長  笹山 義弘    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− 　 −26



 （歳入） (単位；千円)

款 項

 1 サービス収入 ４５，６１１

 1 サービス収入 ４５，６１１

 2 繰入金 ２６，４１９

 1 繰入金 ２６，４１９

 3 繰越金 １

 1 繰越金 １

 4 諸収入 ２９

 1 市預金利子 １

雑入

第１表　　　　歳　入　歳　出　予　算

金 額

介護保険特別会計介護サービス事業勘定

 2 雑入 ２８

７２，０６０歳 入 合 計

− 　 −27



 (歳出) (単位；千円)

款 項

 1 介護予防サービス計画作成事業費 ７２，０５９

 1 介護予防サービス計画作成事業費 ７２，０５９

 2 諸支出金 １

 1 繰出金 １

７２，０６０

金 額

歳 出 合 計

介護保険特別会計介護サービス事業勘定

− 　 −28



 

 

 

平 成 ２８ 年 度 

 

 

 

 

 

 

姶良市簡易水道施設事業特別会計予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第 ８ 号 

議決第   号 

 

平成２８年度 姶良市簡易水道施設事業特別会計予算 

 

 平成２８年度姶良市の簡易水道施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２１４，５１０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還 

の方法は、「第２表 地方債」による。 

 

   平成２８年２月１８日提出 

姶良市長  笹山 義弘    

 

 

 

 

 

 

 

− 　 −29



 （歳入） (単位；千円)

款 項

 1 分担金及び負担金 ９７

 1 負担金 ９７

 2 使用料及び手数料 ２９，６４２

 1 使用料 ２９，６４１

 2 手数料 １

 3 国庫支出金 ５，９０３

 1 国庫補助金 ５，９０３

 4 繰入金 ９６，３６６

般会計繰入金

第１表　　　　歳　入　歳　出　予　算

金 額

簡易水道施設事業特別会計

 1 一般会計繰入金 ９６，３６６

 5 繰越金 １

 1 繰越金 １

 6 諸収入 １

 1 市預金利子 １

 7 市債 ８２，５００

 1 市債 ８２，５００

２１４，５１０歳 入 合 計

− 　 −30



 (歳出) (単位；千円)

款 項

 1 簡易水道等施設費 １３６，８９６

 1 簡易水道施設費 ８５，０３０

 2 飲料水供給施設費 ５１，８６６

 2 公債費 ７７，０１４

 1 公債費 ７７，０１４

 3 予備費 ６００

 1 予備費 ６００

２１４，５１０

金 額

歳 出 合 計

簡易水道施設事業特別会計

− 　 −31



第　２　表

（単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

証書借入 年4.0％以内  　政府資金はその貸付条件によ

又　は  （ただし、利率見直し  り、銀行その他の資金について

証券発行  方式で借り入れる資金  は債権者との協定によるものと

 について、利率の見直  する。ただし、財政の都合によ

 しを行った後において  り、据置期間中であっても繰上

 は、当該見直し後の利  償還し、償還年限を短縮し、又

 率）  は低利債に借り換えることがで

 きるものとする。

合　　　　　　　　計 82,500

地　　　　　方　　　　　債

簡 易 水 道 事 業 82,500

簡易水道施設事業特別会計
− 　 −32



 

 

 

平 成 ２８ 年 度 

 

 

 

 

 

 

姶良市農業集落排水事業特別会計予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第 ９ 号 

議決第   号 

 

平成２８年度 姶良市農業集落排水事業特別会計予算 

 

 平成２８年度姶良市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２７，８３５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （地方債） 

第２条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還 

の方法は、「第２表 地方債」による。 

    

平成２８年２月１８日提出 

姶良市長  笹山 義弘    

 

 

 

 

 

 

 

− 　 −33



 （歳入） (単位；千円)

款 項

 1 使用料及び手数料 １４，７０２

 1 使用料 １４，７０１

 2 手数料 １

 2 国庫支出金 ３４，０００

 1 国庫補助金 ３４，０００

 3 県支出金 ３，７７０

 1 県補助金 ３，７７０

 4 繰入金 ４５，４５９

般会計繰入金

第１表　　　　歳　入　歳　出　予　算

金 額

農業集落排水事業特別会計

 1 一般会計繰入金 ４５，４５９

 5 繰越金 １

 1 繰越金 １

 6 諸収入 ３

 1 延滞金、加算金及び過料 ２

 2 市預金利子 １

 7 市債 ２９，９００

 1 市債 ２９，９００

１２７，８３５歳 入 合 計

− 　 −34



 (歳出) (単位；千円)

款 項

 1 総務費 ２１，６１７

 1 総務管理費 ２１，６１７

 2 施設整備費 ６８，８００

 1 施設整備費 ６８，８００

 3 公債費 ３６，９１８

 1 公債費 ３６，９１８

 4 予備費 ５００

 1 予備費 ５００

金 額

歳 出 合 計 １２７，８３５歳 出 合 計

農業集落排水事業特別会計

− 　 −35



第　２　表

（単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

証書借入 年4.0％以内  　政府資金はその貸付条件によ

又　は  （ただし、利率見直し  り、銀行その他の資金について

証券発行  方式で借り入れる資金  は債権者との協定によるものと

 について、利率の見直  する。ただし、財政の都合によ

 しを行った後において  り、据置期間中であっても繰上

 は、当該見直し後の利  償還し、償還年限を短縮し、又

 率）  は低利債に借り換えることがで

 きるものとする。

合　　　　　　　　計 29,900

地　　　　　方　　　　　債

農 業 集 落 排 水 事 業 29,900

農業集落排水事業特別会計− 　 −36



 

 

 

平 成 ２８ 年 度 

 

 

 

 

 

 

姶良市地域下水処理事業特別会計予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第 １０ 号 

議決第    号 

 

平成２８年度 姶良市地域下水処理事業特別会計予算 

 

 平成２８年度姶良市の地域下水処理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１２，６３０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還 

の方法は、「第３表 地方債」による。 

 

   平成２８年２月１８日提出 

姶良市長  笹山 義弘    

 

 

 

 

− 　 −37



 （歳入） (単位；千円)

款 項

 1 使用料及び手数料 ６８，４２８

 1 使用料 ６８，４２７

 2 手数料 １

 2 財産収入 １００

 1 財産運用収入 １００

 3 繰越金 １

 1 繰越金 １

 4 諸収入 １

市預金利子

第１表　　　　歳　入　歳　出　予　算

金 額

地域下水処理事業特別会計

 1 市預金利子 １

5 寄附金 ３０，０００

 1 寄附金 ３０，０００

6 市債 １４，１００

 1 市債 １４，１００

１１２，６３０歳 入 合 計

− 　 −38



 (歳出) (単位；千円)

款 項

 1 総務費 ８１，５３０

 1 総務管理費 ８１，５３０

 2 基金積立金 ３０，１００

 1 基金積立金 ３０，１００

 3 予備費 １，０００

 1 予備費 １，０００

１１２，６３０

金 額

歳 出 合 計

地域下水処理事業特別会計

− 　 −39



第　２　表

（単位：千円）

期　　　　間 限　　度　　額

平成２９年度まで公営企業会計移行事業 ２９，２００

債　務　負　担　行　為

事　　　　　　　　　　項

地域下水処理事業特別会計
− 　 −40



第　３　表

（単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

証書借入 年4.0％以内  　政府資金はその貸付条件によ

又　は  （ただし、利率見直し  り、銀行その他の資金について

証券発行  方式で借り入れる資金  は債権者との協定によるものと

 について、利率の見直  する。ただし、財政の都合によ

 しを行った後において  り、据置期間中であっても繰上

 は、当該見直し後の利  償還し、償還年限を短縮し、又

 率）  は低利債に借り換えることがで

 きるものとする。

合　　　　　　　　計 14,100

地　　　　　方　　　　　債

地 域 下 水 処 理 事 業 14,100

地域下水処理事業特別会計− 　 −41



 

 

 

平 成 ２８ 年 度 

 

 

 

 

 

 

姶良市農林業労働者災害共済事業特別会計予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第 １１ 号 

議決第   号 

 

平成２８年度 姶良市農林業労働者災害共済事業特別会計予算 

 

 平成２８年度姶良市の農林業労働者災害共済事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，０３９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

   平成２８年２月１８日提出 

姶良市長  笹山 義弘    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− 　 −42



 （歳入） (単位；千円)

款 項

 1 農林業災害共済掛金 １，２３６

 1 災害共済掛金 １，２３６

 2 財産収入 １

 1 財産運用収入 １

 3 繰入金 ８００

 1 一般会計繰入金 ８００

 4 繰越金 １

 1 繰越金 １

諸収入

第１表　　　　歳　入　歳　出　予　算

金 額

農林業労働者災害共済事業特別会計

 5 諸収入 １

 1 市預金利子 １

２，０３９歳 入 合 計

− 　 −43



 (歳出) (単位；千円)

款 項

 1 総務費 １６４

 1 総務管理費 １６４

 2 農林業災害共済事業費 １，８７４

 1 災害共済補償費 １，８７４

 3 基金積立金 １

 1 基金積立金 １

２，０３９

金 額

歳 出 合 計

農林業労働者災害共済事業特別会計

− 　 −44



 

 

 

平 成 ２８ 年 度 

 

 

 

 

 

 

姶良市土地区画整理事業特別会計予算 



議案第 １２ 号 

議決第   号 

 

平成２８年度 姶良市土地区画整理事業特別会計予算 

 

 平成２８年度姶良市の土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

   平成２８年２月１８日提出 

姶良市長  笹山 義弘    

 

− 　 −45



 （歳入） (単位；千円)

款 項

 1 繰越金 １

 1 繰越金 １

１

第１表　　　　歳　入　歳　出　予　算

金 額

歳 入 合 計

土地区画整理事業特別会計− 　 −46



 (歳出) (単位；千円)

款 項

 1 土木費 １

 1 都市計画費 １

１

金 額

歳 出 合 計

土地区画整理事業特別会計

− 　 −47




